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災害が露わにした障害のある人を取り巻く実態
～熊本地震被災地支援から見えてきたこと～

　４月14日，16日に熊本県熊本地方で発生した大
地震（機関紙６月号参照）から３か月が経過した
が，今も 4,592 人（７月 14日現在）が避難所での
生活を余儀なくされている．
　障害のある人の安否確認とニーズ把握をするた
めに，被災市町村から依頼を受けた地元の相談支援
事業所が，日本相談支援専門員協会（NSK），熊本
県相談支援事業連絡協議会，日本障害フォーラム
（JDF）と協力，連携して，５月 10日より障害のあ
る人の自宅等を訪問する聞き取り調査を行ってき
た．調査の対象となったのは，熊本市内の障害者
手帳所持者約 42,000 人の内，障害福祉サービスに
繋がっていない重度の方約 9,000 人．６月 28日時
点で個別訪問一次調査を終え，JDFは約 3,800 人を
訪問し，約 1,700 人と対話ができた．併せて，JDF
は益城町同様に大きな被害を受けた西原村にある
西原たんぽぽハウスの日中活動支援にも取り組ん
できた．支援員は，全国の JDF加盟団体から１週
間ごとに約 15名が派遣され，支援を継続している．
やどかりの里もきょうされんを通じて３名を派遣
し，今後も継続派遣していく予定である．（JDF熊
本支援センターニュース；
http://www.dinf.ne.jp/doc/JDF/sac_k_info.html）

　支援活動を進めていく中で，被災された障害の
ある人の置かれている厳しい実態が明らかになっ
てきた．「避難所に行ったら，迷惑かけるなよと言
われて自宅に戻った」「身体障害があり避難所の和
式トイレではできず，危険だが自宅に戻った」「福
祉避難所がどこにあるのかわからなかった」「どこ
に相談をしたらいいかわからなかった」「要援護者
リストに登録していたが誰も助けに来てくれない」

「障害のある人を高齢の親が支えながら震災以前か
ら孤立して生活していた」など，震災による生活
上の困難さが浮かび上がり，震災前から障害のあ
る人や家族が抱えていた困難さが震災により増幅
されていることも露わになった．
　また，現在も仮設住宅の建設が急ピッチで進めら
れており，熊本県内で3,631戸が着工され，1,429戸
が完成している（７月13日現在）．実際に建てられ
た仮設住宅は，外にスロープはあるが，家の中の段
差が多くて車いすでは生活できる状況ではなく，改
修が必要である．併せて，避難所の統廃合や，全国
から派遣されていた市町村職員等の撤退も進めら
れ，障害のある人の更なる孤立も懸念される．
　復興に向けた歩みとともに，課題やニーズも変
わっていく．形だけの復興を進め，見えている課題
を潜在化させてしまわぬよう，今困っている人たち
への支援を継続しつつ，今回取り組んだ調査から見
えてきた課題の整理も進めていかなければならない．
　災害があった時により大きな被害を受けるのは
障害のある人たちなど災害弱者と言われる人たち
である．東日本大震災においても障害のある人の
死亡者数は２倍であった．「まさか熊本でこんな
に大きな地震が起こるなんて」という声も聞いた．
翻って，さいたま市の防災対策はどうなっている
のだろうか．つい先だって発表された障害者総合
支援計画（2015～ 2017）平成 27年達成状況報告書
によれば，福祉避難所の指定数は０とあった．も
はや他人事ではない災害に備え，熊本の現状から
考えさせられることも多い．自分たちの住む街が
被災した時に，障害のあるたち人にとって，実質
的な助けになる災害対応の仕組みづくりを，今こ
そ取り組んでいかなければならない．


